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司法行政文書開示通知書

6月12日付け（同月13日受付、第040216号）で申出のありました司法

行政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

（1） 令和4年度判事補基礎研究会日程表（片面で1枚）

（2） 令和4年度判事補基礎研究会参加者名簿（両面で1枚、片面で1枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の(1)の文書には、個人識別情報（肩書及び氏名）が記載されており、 これら

の情報は、行政機関情報公開法第5条第1号に定める不開示情報に相当すること

から、 これらの情報が記載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

(注） この判断に苦情がある場合は、 この通知を発した日 （本通知書の右上に記載

された日付）の翌日から起算して3か月の間、最高裁判所事務総局秘書課に対

して苦情の申出をすることができます。

担当課秘書課（文書開示第二係） 電話03 (4233) 5240 (直通）



令和4年度判事補基礎研究会

日 程 表

月 日 曜 実 施 内 容
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13：lO l5：10

講演と演習

｢プロとしてのキャリア形成一自らを『広
げ・高め．深める』ための5つの観点一」

0

15:30 17:00

説明と意見交換

｢裁判所の広報について」

最高裁事務総局広報課長

板津正道 ．

9:30 11：30

説明と意見交換

｢裁判所の組織、組織運営を考える
一裁判所書記官との協働など－」

総務局第一課長石井芳明

人事局総務課長福島直之

12:30 15：10

共同研究

｢外部経験を生かす」

東京地裁判事 鈴木美智子

東京地裁判事補土山雅史

東京地裁判事補大瀧泰平

東京地裁判事補佐藤貴大

15：30 17： 10

共同研究

｢裁判官としての成長を考える」

木
大
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正
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官
官
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研
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司
司

班
班
班
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３

4班司研教官鈴木千帆 」

9:30 10:00

説明

化」

｢裁判所の予算とその最適

経理局総務課長

松川充康

10：10

意見交換（班別）

12: lOll3:10

｢より良い裁判を目指して－左陪席の役割一」

1班司研教官相澤眞木

2班司研教官三輪方大

3班司研教官中 ノ| ｜ 正隆

4班司研教官鈴木千帆
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15:40

終
了



令和4年度判事補基礎研究会

参加者名簿
考高裁管内 本務庁等 氏 名 備

哲 郎

翔 平

志 明

広太郎

美 月

百 代

彩

有 紀

洋 佑

美 波

勇 哉

翼

愛 子

秀 斗

輝

久美子

雄 太

ゆりあ

明

隆一郎

雅 貴

有里子

悠 斗

太 郎

夏 生

真 歩

拓 也

恵 理

隆 司

豪

沙紀

峻

悠 生

義 人

哲 郎

芳
田
野
倉

東京高裁

東京地裁

東京 元

池
大
小
河
川
後
佐
清
竹
成
町
山
山

〈
ロ

畑
藤
藤
水
田
岡
田
口
中
畑
内
田
上
木
原
野
本
田
田
井
橋

高横浜地裁

竹
増
村
茂
市
久
嶋
飯
石
坂

さいたま地裁

千葉地裁

白一
同

林
金
大

水戸地裁

宇都宮地裁

子
森

長谷川

落 合

竹 内

手 嶋

柴 田

岡 野

前橋地裁

大阪 大阪高裁

大阪地裁



I

高裁管内 本務庁等 氏 。 名 備 考

札幌 札幌地裁 北
木
田
宮
西
唐
松

村
村
中
原
村
澤
田

規
大
大
翔
甲
開
祐

哲
慶
地
子
児
維
紀

高松 高松高裁

高松地裁

徳島地裁

合計77人
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